
規

則

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
四
十
四
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

政
策
監

福
島
県
部
等
設
置
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
部
等
の
政
策
監

(

知
事
公
室
長
を
含

む
。)

並
び
に
出
納
局
次
長
、
人
事
委
員
会
事
務
局
次
長
、
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長
及
び
監
査

委
員
事
務
局
次
長
を
い
う
。

三

課
長

知
事
直
轄
知
事
公
室
広
報
課
長
、
総
務
部
財
務
総
室
総
務
課
長
、
企
画
調
整
部
企
画
調

整
総
室
企
画
調
整
課
長
、
生
活
環
境
部
生
活
環
境
総
室
生
活
環
境
総
務
課
長
、
保
健
福
祉
部
保
健

福
祉
総
室
保
健
福
祉
総
務
課
長
、
商
工
労
働
部
商
工
労
働
総
室
商
工
総
務
課
長
、
農
林
水
産
部
農

林
水
産
総
室
農
林
総
務
課
長
、
土
木
部
土
木
総
室
土
木
総
務
課
長
、
出
納
局
出
納
総
務
課
長
、
人

事
委
員
会
事
務
局
総
務
審
査
課
長
、
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
長
、
監
査
委
員
事
務
局
監

査
総
務
課
長
及
び
議
会
事
務
局
総
務
課
長
を
い
う
。

第
二
条
第
十
六
号
中

｢

設
定｣

の
下
に

｢

、
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
選
定
、
随
意
契
約

(

再
度
の
入
札
に
付
し
落
札
者
が
な
い
と
き
に
行
う
も
の
に
限
る
。)

に
お
け
る
見
積
人
の
選
定｣

を

加
え
る
。

第
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中｢

参
事｣

を｢

課
長｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
の
表
１
の
項

中｢

農
林
事
務
所
企
画
部
長｣

を｢

農
林
事
務
所
総
務
部
長｣

に
、｢

地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
市
町

村
支
援
グ
ル
ー
プ
課
長
、
保
健
福
祉
事
務
所
総
務
企
画
部
総
務
グ
ル
ー
プ
課
長
、
農
林
事
務
所
企
画
部

総
務
グ
ル
ー
プ
課
長
、
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
庶
務
・
予
算
グ
ル
ー
プ
課
長
及
び
建
設
事
務
所
総
務
部
総

務
グ
ル
ー
プ
課
長(

以
下｢

総
務
担
当
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
市
町
村
支
援

課
長
、
保
健
福
祉
事
務
所
総
務
企
画
部
総
務
課
長
、
農
林
事
務
所
総
務
部
総
務
課
長
、
農
業
総
合
セ
ン

タ
ー
総
務
課
長
及
び
建
設
事
務
所
総
務
部
総
務
課
長(

以
下｢

総
務
担
当
課
長｣

に
改
め
、
同
表
２
の

項
か
ら
４
の
項
ま
で
の
規
定
中｢

総
務
担
当
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

総
務
担
当
課
長｣

に
改
め
、
同
表

５
の
項
中｢

総
務
担
当
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

総
務
担
当
課
長｣

に
、｢

出
納
局
総
務
管
理
グ
ル
ー
プ

参
事｣

を｢

出
納
局
入
札
用
度
課
長｣

に
、｢

地
方
振
興
局
出
納
室
出
納
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

地
方

振
興
局
出
納
室
出
納
課
長
、
第
百
六
十
八
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
保
管
金
の
う
ち
差
押
物
件

公
売
代
金
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
地
方
振
興
局
県
税
部
管
理
課
長(

県
南
地
方
振
興
局
及
び
相
双
地

方
振
興
局
に
あ
つ
て
は
県
税
部
管
理
納
税
課
長
、
南
会
津
地
方
振
興
局
に
あ
つ
て
は
県
税
部
納
税
課
税

課
長)

｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中｢

総
括
参
事
及
び
参
事｣

を｢

政
策
監
及
び
課
長｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
の

表
１
の
項
中｢

出
納
局
総
括
参
事｣

を｢

出
納
局
次
長｣

に
、｢

、
参
事｣

を｢

、
課
長｣

に
改
め
、

同
表
３
の
項
中｢

総
括
参
事｣

を｢

政
策
監｣

に
、｢

、
参
事｣

を｢

、
課
長｣

に
改
め
、
同
表
５
の

項
及
び
６
の
項
中｢

参
事｣

を｢

課
長｣

に
改
め
、
同
表
７
の
項
中｢

総
括
参
事｣

を｢

政
策
監｣

に
、

｢

、
参
事｣

を｢

、
課
長｣

に
改
め
、
同
表
８
の
項
中｢

総
括
参
事｣

を｢

政
策
監｣

に
、｢

、
参
事｣

を｢

、
課
長｣

に
改
め
、
同
表
９
の
項
中｢

出
納
局
総
括
参
事｣

を｢

出
納
局
次
長｣

に
、｢

、
参
事｣

を｢

、
課
長｣

に
改
め
、
同
表
10
の
項
中｢

総
括
参
事｣

を｢

政
策
監｣

に
、｢

、
参
事｣

を｢

、
課

長｣

に
改
め
、
同
表
11
の
項
中｢

出
納
局
総
括
参
事｣

を｢

出
納
局
次
長｣

に
、｢

、
参
事｣

を｢

、

課
長｣

に
改
め
、
同
表
12
の
項
中｢

参
事｣

を｢

課
長｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
６
の
項
中｢

出

納
局
総
括
参
事｣

を｢

出
納
局
次
長｣

に
、｢

出
納
局
総
務
管
理
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を｢

出
納
局
入
札

用
度
課
長｣

に
改
め
、
同
表
７
の
項
中｢

総
務
部
財
務
領
域
課
税
収
税
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を｢

総
務
部

財
務
総
室
税
務
課
長｣

に
改
め
、
同
表
８
の
項
中｢

総
務
部
財
務
領
域
入
札
改
革
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を

｢

総
務
部
財
務
総
室
入
札
監
理
課
長｣

に
改
め
、
同
表
９
の
項
中｢

出
納
局
総
務
管
理
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を｢

出
納
局
入
札
用
度
課
長｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
表
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

部
長
、
政
策
監
又
は
課
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
当
該
下
欄

に
掲
げ
る
者
に
合
議
又
は
協
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
部
長
又
は

総
務
部
政
策
監
に
合
議
又
は
協
議
を
す
る
と
き
は
、
同
表
１
の
項
か
ら
４
の
項
ま
で
、
６
の
項
、
８

の
項
及
び
11
の
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
総
務
部
財
務
総
室
財
政
課
長
を
、
同
表
５
の
項
及
び

７
の
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
総
務
部
財
務
総
室
入
札
監
理
課
長
を
、
同
表
９
の
項
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
は
総
務
部
財
務
総
室
財
政
課
長
及
び
入
札
監
理
課
長
を
、
同
表
10
の
項
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
は
総
務
部
財
務
総
室
総
務
課
長
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
表
１
の
項
中｢

総
務
部
財
務
領
域
財
政
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を｢

総
務
部
財
務
総
室
財
政
課

長｣

に
改
め
、
同
表
２
の
項
及
び
３
の
項
中｢

総
務
部
財
務
領
域
総
括
参
事｣

を｢

総
務
部
政
策
監｣

に
改
め
、
同
表
４
の
項
中｢
総
務
部
財
務
領
域
総
括
参
事｣

を｢

総
務
部
政
策
監｣

に
、｢

総
務
部
財

平成20年３月28日 金曜日 福 島 県 報 号外第25号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

一



務
領
域
財
政
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を｢

総
務
部
財
務
総
室
財
政
課
長｣

に
改
め
、
同
表
６
の
項
及
び
８
の

項
中｢

総
務
部
財
務
領
域
財
政
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を｢

総
務
部
財
務
総
室
財
政
課
長｣

に
改
め
、
同
表

９
の
項
中｢

総
務
部
財
務
領
域
財
政
グ
ル
ー
プ
参
事
及
び
総
務
予
算
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を｢

総
務
部
財

務
総
室
財
政
課
長
及
び
入
札
監
理
課
長｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及

び
第
三
項
、
第
七
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
七
十
五
条
第
一
項
中｢

総
務
部
財
務
領
域
財
政
グ
ル
ー
プ

参
事｣

を｢
総
務
部
財
務
総
室
財
政
課
長｣

に
改
め
る
。

第
八
十
条
中｢
出
納
局
総
括
参
事
、
出
納
局
総
務
管
理
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を｢

出
納
局
次
長
、
出
納

局
入
札
用
度
課
長｣
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

役
務
費
の
う
ち
、
火
災
保
険
料
及
び
自
動
車
損
害
保
険
料

｢

知
事
部
局
の
本
庁
機
関(

出
納
局
を
除
く
。)

領
域
に
属
す
る
職
員
の

第
百
十
四
条
の
表
中

出
納
局

出
納
局
主
幹
の
職
に
あ

教
育
庁
の
本
庁

領
域
に
属
す
る
職
員
の

う
ち
総
括
参
事
が
指
定
す
る
職
に
あ
る
者

｢

知
事
部
局
の
本
庁
機
関(

出
納
局
を
除
く
。)

る
者

を

出
納
局

う
ち
総
括
参
事
が
指
定
す
る
職
に
あ
る
者

｣
教
育
庁
の
本
庁

部
等
に
属
す
る
職
員
の
う
ち
政
策
監
が
指
定
す
る
職
に
あ
る
者

出
納
局
主
幹
の
職
に
あ
る
者

に
、｢

総
務
審
査
グ

教
育
庁
に
属
す
る
職
員
の
う
ち
教
育
庁
政
策
監
が
指
定
す
る
職
に
あ
る
者

｣

ル
ー
プ
主
幹｣

を｢

総
務
審
査
課
副
課
長｣

に
、｢

審
査
調
整
グ
ル
ー
プ
副
主
幹｣

を｢

審
査
調
整
課

主
幹｣

に
、｢

総
務
企
画
グ
ル
ー
プ
監
査
主
幹｣

を｢

監
査
総
務
課
監
査
主
幹｣

に
改
め
る
。

第
百
三
十
四
条
第
一
項
中｢

総
務
部
財
務
領
域
公
有
財
産
グ
ル
ー
プ
参
事｣
を｢

総
務
部
文
書
管
財

総
室
財
産
管
理
課
長｣

に
改
め
る
。

第
百
三
十
九
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
四
十
条
第
一
項
並
び
に
百
四
十
一
条
第
一
項

中｢

参
事｣

を｢

課
長｣

に
改
め
る
。

第
百
四
十
四
条
第
二
項
、
百
四
十
九
条
第
四
項
、
第
百
五
十
三
条
第
二
項
及
び
第
百
五
十
四
条
第
二

項
中｢

総
務
部
財
務
領
域
財
政
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を｢

総
務
部
財
務
総
室
財
政
課
長｣

に
改
め
る
。

第
百
五
十
八
条
中｢

総
務
部
文
書
管
財
領
域
施
設
管
理
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を｢

総
務
部
文
書
管
財
総

室
施
設
管
理
課
長｣

に
改
め
る
。

第
百
六
十
一
条
中｢

総
務
部
財
務
領
域
公
有
財
産
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を｢

総
務
部
文
書
管
財
総
室
財

産
管
理
課
長｣

に
、｢

総
務
部
文
書
管
財
領
域
施
設
管
理
グ
ル
ー
プ
参
事｣

を｢

総
務
部
文
書
管
財
総

室
施
設
管
理
課
長｣

に
改
め
る
。

第
百
七
十
二
条
第
一
項
中｢

職
員｣

の
下
に｢

(

出
納
局
工
事
検
査
課
に
属
す
る
職
員
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

第
百
七
十
三
条
第
一
項
中｢

領
域
、
局
、
課
等｣

を｢

総
室
、
局
、
課
等｣

に
改
め
る
。

第
二
百
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中｢

総
括
参
事
、
参
事｣

を｢

政
策
監
、
課
長｣

に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中｢

又
は
地
方
公
共
団
体｣

を｢

、
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独

立
行
政
法
人(

地
方
独
立
行
政
法
人
法(

平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

に
改
め
、

同
項
第
六
号
中｢

百
万
円｣

を｢

五
百
万
円｣

に
改
め
、｢

(

当
該
契
約
の
締
結
の
日
か
ら
十
五
日
以

内
の
日
を
当
該
期
日
と
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。)

｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

及
び
第
六
号｣

を

削
り
、｢

｢

百
五
十
万
円
未
満｣

と
、
同
項
第
六
号
中｢

百
万
円
未
満｣

と
あ
る
の
は｢

三
百
万
円
未

満｣

と
、
そ
れ
ぞ
れ｣

を｢

、｢

百
五
十
万
円
未
満｣

と｣

に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
中｢

、
第
二
百
五
十
九
条｣

を｢

か
ら
第
二
百
五
十
九
条
ま
で｣

に
改
め
、

｢

第
二
百
六
十
三
条｣

の
下
に｢

、
第
二
百
六
十
九
条
第
一
項｣

を
、｢

及
び
第
二
項｣

の
下
に｢

、

第
二
百
七
十
四
条
の
四
第
二
項｣

を
、｢

に
お
い
て
は｣

の
下
に｢

、
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き｣

を

加
え
、｢

十
五
日｣

を｢

十
日｣

に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
八
条
中｢

並
び
に
第
二
百
五
十
三
条
第
二
項｣

を｢

、
第
二
百
五
十
三
条
第
二
項
、
第

二
百
六
十
五
条
並
び
に
第
二
百
七
十
四
条
の
七
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中｢

又
は
地
方
公
共
団
体｣

を｢

、
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独

立
行
政
法
人｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

百
万
円｣

を｢

五
百
万
円｣

に
改
め
、｢

(

当
該
契
約
の

締
結
の
日
か
ら
十
五
日
以
内
の
日
を
当
該
期
日
と
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。)

｣

を
削
る
。

第
二
百
六
十
一
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札)

第
二
百
六
十
一
条
の
二

契
約
権
者
は
、
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
十
の

二
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
た
と
き

は
、
そ
の
意
見
を
知
事
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
十
一
条
中｢

総
務
部
財
務
領
域
公
有
財
産
グ
ル
ー
プ
参
事
及
び
総
務
部
財
務
領
域
財
政
グ

ル
ー
プ
参
事｣

を｢

総
務
部
文
書
管
財
総
室
財
産
管
理
課
長
及
び
総
務
部
財
務
総
室
財
政
課
長｣

に
改

め
る
。

第
二
百
七
十
四
条
の
三
第
二
項
第
四
号
、
第
二
百
七
十
四
条
の
六
第
三
号
、
第
二
百
七
十
四
条
の
九

第
四
号
及
び
第
二
百
七
十
四
条
の
十
一
第
二
項
第
二
号
中｢

グ
ル
ー
プ
若
し
く
は
課｣

を｢

課
若
し
く

は
室｣

に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
六
条
中｢

参
事
、
総
括
参
事｣

を｢

課
長
、
政
策
監｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中｢

福
島
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー｣

、｢

福
島
県
希
望
ケ
丘
ホ
ー
ム｣

及
び｢

福
島
県
木

戸
ダ
ム
建
設
事
務
所｣

を
削
る
。

別
表
第
四(

そ
の
一)

の
表
15
の
項
中｢

請
書
案｣

の
下
に｢

そ
の
他
別
に
定
め
る
書
類｣

を
加
え
、

同
表
17
の
項
中｢

登
記
承
諾
書｣

の
下
に｢

及
び
登
記
嘱
託
書｣

を
加
え
、
同
表
19
の
項
中｢

別
に
定

め
る｣

を｢

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
災
害
共
済
給
付
に
係
る
給
付
金
又
は
別
に
定
め
る｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
中

｢

領
域
、
局
、
課
等｣

を

｢

総
室
、
局
、
課
等｣

に
改
め
、
同
表
知
事
直
轄
の
項
中

｢

県
政
広
報
グ
ル
ー
プ｣

を｢

広
報
課｣

に
改
め
、
同
表
総
務
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

総

務

部

財

務

総

室

総
務
課
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
者
の
職

物
品
取
扱
員

人

事

総

室

職
員
厚
生
課
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
者
の
職

現
金
取
扱
員

文
書
管
財
総
室

文
書
法
務
課
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
者
の
職

現
金
取
扱
員

財
産
管
理
課
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
者
の
職

現
金
取
扱
員
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市
町
村
総
室

市
町
村
行
政
課
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
者
の
職

現
金
取
扱
員

別
表
第
六
企
画
調
整
部
の
項
中｢

企
画
調
整
総
務
領
域｣

を｢

企
画
調
整
総
室｣

に
、｢

総
務
企
画

グ
ル
ー
プ｣

を

｢

企
画
調
整
課｣

に
改
め
、
同
表
生
活
環
境
部
の
項
中

｢

県
民
環
境
総
務
領
域｣

を

｢
県
民
環
境
総
室｣

に
、｢

総
務
企
画
グ
ル
ー
プ｣

を｢

生
活
環
境
総
務
課｣

に
改
め
、
同
表
保
健
福

祉
部
の
項
中｢

保
健
福
祉
総
務
領
域｣

を｢

保
健
福
祉
総
室｣

に
、｢

総
務
企
画
グ
ル
ー
プ｣

を｢

保

健
福
祉
総
務
課｣

に
改
め
、
同
表
商
工
労
働
部
の
項
中｢

商
工
総
務
領
域｣

を｢

商
工
労
働
総
室｣

に
、

｢

総
務
企
画
グ
ル
ー
プ｣

を｢

商
工
総
務
課｣

に
改
め
、
同
表
農
林
水
産
部
の
項
中｢

農
林
総
務
領
域｣

を｢

農
林
水
産
総
室｣
に
、｢

総
務
予
算
グ
ル
ー
プ｣

を｢

農
林
総
務
課｣

に
改
め
、
同
表
土
木
部
の

項
中｢

土
木
総
務
領
域｣
を｢

土
木
総
室｣

に
、｢

総
務
予
算
グ
ル
ー
プ｣

を｢

土
木
総
務
課｣

に
改

め
、
同
表
出
納
局
の
項
中｢
総
務
管
理
グ
ル
ー
プ｣

を｢

出
納
総
務
課｣

に
改
め
、
同
表
教
育
庁
の
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

教

育

庁

財
務
課
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
者
の
職

物
品
取
扱
員

別
表
第
六
監
査
委
員
事
務
局
の
項
中｢
総
務
企
画
グ
ル
ー
プ｣

を｢

監
査
総
務
課｣

に
改
め
、
同
表

人
事
委
員
会
事
務
局
の
項
中｢

総
務
審
査
グ
ル
ー
プ｣

を｢

総
務
審
査
課｣

に
改
め
、
同
表
労
働
委
員

会
事
務
局
の
項
中｢

審
査
調
整
グ
ル
ー
プ｣
を｢
審
査
調
整
課｣

に
改
め
る
。

別
表
第
七
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
の
項
中｢
市
町
村
支
援
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

市
町
村
支
援
課

長｣

に
、｢

管
理
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

管
理
課
長｣
に
改
め
、
同
表
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
の
項

中｢

市
町
村
支
援
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

市
町
村
支
援
課
長｣

に
、｢

管
理
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

管

理
課
長｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
の
項
中｢
市
町
村
支
援
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

市

町
村
支
援
課
長｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
の
項
中｢

市
町
村
支
援
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

市
町
村
支
援
課
長｣

に
、｢

管
理
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

管
理
課
長｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
南

会
津
地
方
振
興
局
の
項
中｢

市
町
村
支
援
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

市
町
村
支
援
課
長｣

に
、｢

納
税
課

税
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

納
税
課
税
課
長｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
の
項
中｢

市
町

村
支
援
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

市
町
村
支
援
課
長｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
の
項

中｢

市
町
村
支
援
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

市
町
村
支
援
課
長｣

に
、｢

管
理
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

管

理
課
長｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島
県
環
境
セ
ン
タ
ー
の

項
中｢

企
画
管
理
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

企
画
管
理
課
長｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
県
北
保
健
福
祉
事

務
所
の
項
か
ら
福
島
県
相
双
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
ま
で
及
び
福
島
県
障
が
い
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
項
中｢

総
務
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

総
務
課
長｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
希
望
ケ
丘
ホ
ー
ム
の
項
を

削
り
、
同
表
福
島
県
郡
山
光
風
学
園
及
び
福
島
県
大
笹
生
学
園
の
項
中｢

物
品
出
納
員｣

を｢

現
金
取

扱
員
及
び
物
品
出
納
員｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
衛
生
研
究
所
の
項
中｢

総
務
企
画
グ
ル
ー
プ
課
長

物
品
出
納
員｣

を｢

総
務
企
画
課
長

現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
計
量

検
定
所
の
項
中｢

指
導
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

指
導
課
長｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
県
北
農
林
事
務
所

の
項
か
ら
福
島
県
水
産
事
務
所
の
項
ま
で
の
規
定
中｢

総
務
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

総
務
課
長｣

に
改

め
、
同
表
福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
の
項
中｢

庶
務
・
予
算
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

総
務
課
長｣

に

改
め
、
同
表
県
北
建
設
事
務
所
の
項
か
ら
福
島
県
県
中
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
の
項
ま
で
の
規
定
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

総
務
課
長｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
木
戸
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
及
び

会
津
大
学
の
項
を
削
る
。

別
表
第
八
の
表
福
島
県
県
南
保
健
福
祉
事
務
所
棚
倉
支
所
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島
県
保
原
土
木
事

務
所
の
項
か
ら
福
島
県
勿
来
土
木
事
務
所
の
項
ま
で
及
び
福
島
県
鮫
川
水
系
ダ
ム
管
理
事
務
所
の
項
中

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
課
長｣

を｢

総
務
課
長｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
安
積
高
等
学
校
御
舘
分
校
の
項

中｢

福
島
県
立
安
積
高
等
学
校
御
舘
分
校｣

を｢

福
島
県
立
安
積
高
等
学
校
御
舘
校｣

に
改
め
、
同
表

福
島
県
立
あ
さ
か
開
成
高
等
学
校
須
賀
川
校
舎
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島
県
立
東
白
川
農
商
高
等
学
校

鮫
川
分
校
の
項
中｢

福
島
県
立
東
白
川
農
商
高
等
学
校
鮫
川
分
校｣

を｢

福
島
県
立
東
白
川
農
商
高
等

学
校
鮫
川
校｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
小
野
高
等
学
校
平
田
分
校
の
項
中｢

福
島
県
立
小
野
高
等
学

校
平
田
分
校｣

を｢

福
島
県
立
小
野
高
等
学
校
平
田
校｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
浪
江
高
等
学
校
津

島
分
校
の
項
中｢

福
島
県
立
浪
江
高
等
学
校
津
島
分
校｣

を｢

福
島
県
立
浪
江
高
等
学
校
津
島
校｣

に

改
め
、
同
表
福
島
県
立
富
岡
高
等
学
校
川
内
分
校
の
項
中｢

福
島
県
立
富
岡
高
等
学
校
川
内
分
校｣

を

｢

福
島
県
立
富
岡
高
等
学
校
川
内
校｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
相
馬
農
業
高
等
学
校
飯
舘
分
校
の
項

中｢

福
島
県
立
相
馬
農
業
高
等
学
校
飯
舘
分
校｣

を｢

福
島
県
立
相
馬
農
業
高
等
学
校
飯
舘
校｣

に
改

め
る
。

第
四
十
五
号
様
式(

そ
の
二)

中｢
(福
島
県
現
金
出
納
員
)

を｢
(福
島
県
出
納
員
)

(福
島
県
現
金
出
納
員
)
｣

(福
島
県
現
金
出
納
員
)
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
百
六
十
一
条
の
二
の
改
正

規
定
、
別
表
第
七
会
津
大
学
の
項
を
削
る
改
正
規
定
、
別
表
第
八
福
島
県
立
あ
さ
か
開
成
高
等
学
校
須

賀
川
校
舎
の
項
を
削
る
改
正
規
定
及
び
第
四
十
五
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

財
務
領
域
入
札
改
革
グ
ル
ー
プ)
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